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①障害者雇用率制度 

事業主は，障がい者雇用率（いわゆる法定雇用率）によって計算される法定雇用

障がい者数以上の身体障がい者又は知的障がい者を雇用しなければなりません。

精神障がい者は雇用義務の対象ではありませんが，精神障害者保健福祉手帳所持

者を雇用している場合には，各企業における雇用障がい者数の算定対象になりま

す。 

 

 
「企業における雇用障がい者数」の算定は，次により行います。 

（１）重度身体障がい者又は重度知的障がい者については，１人を２人として計算します。 

（２）重度身体障がい者又は重度知的障がい者以外の短時間労働者については，１人を 0.5 人として計算

します。 

※ 短時間労働者とは，１週間の所定労働時間が２０時間以上３０時間未満である者をいいます。 

 

②特例子会社制度 
事業主が，障がい者の雇用に特別の配慮をした子会社（特例子会社）を設立し，

一定の要件を満たす場合には，特例として，その子会社に雇用されている労働者を

親会社に雇用されているものとみなして，親会社の障がい者雇用率に算入できる制

度です。 

[主な要件]  

 ・親会社が，子会社の議決権の過半数を有すること。 

 ・親会社からの役員派遣や従業員の出向等，人的関係が緊密であること。 

 ・雇用される障がい者が 5 人以上で，全従業員に占める割合が 20％以上であること。 

・雇用される障がい者に占める重度身体障がい者，知的障がい者，精神障がい者の割合が 

３０％以上であること。 

 ・障がい者のための施設設備の改善や専任の指導員の配置等を行っていること。 

 

【特例子会社等設立促進助成金】 

障がい者を新規に１０人以上雇用し，特例子会社を設立する場合，雇用障がい者

数に応じて，３年間で４，０００万円以上の助成金が支給されます。 

 

③事業協同組合等算定特例 

事業協同組合等を活用して共同して障がい者の雇用を進めることとして，一定の

要件を満たす場合は，組合員である事業主に雇用される労働者を事業協同組合等

に雇用された労働者とみなして雇用率を算定できます。 

 

 
法定雇用障がい者数 

企業全体の常時雇用する 

労働者の総数 

障害者雇用率 

（民間企業は１．８％） 
＝ ×

問い合わせ先（P22 参照）

ハローワーク総社 

問い合わせ先（P22 参照）

ハローワーク総社 

１.障がい者の雇用促進等に関する基本制度 
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④障害者雇用納付金制度 

 障がい者雇用率に達するまで，身体障がい者，知的障がい者又は精神障がい者

を雇用していない企業から納付金を徴収し，それを障がい者を多く雇用している企

業に回すことにより，障がい者の雇用に伴う経済的な負担のアンバランスを調整し，

全体として障がい者雇用の水準を高めるための制度です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）障害者雇用納付金（１人当たり月額 50,000 円納付） 

常時雇用する労働者数２００人を超える事業主で，法定雇用率（1.8％）が未達成

の事業主は，障害者雇用納付金を納付しなければなりません。 

◆納付金の額＝（法定雇用障がい者数－雇用障がい者数）×50,000 円 

 

（２）障害者雇用調整金（1 人当たり月額 27,000 円支給） 

常時雇用する労働者数２００人を超える法定雇用率達成事業主に支給されま

す。 

  ◆調整金の額＝（雇用障がい者数－法定雇用障がい者数）×27,000 円 

 

（３）報奨金（1 人当たり月額 21,000 円支給） 

常時雇用する労働者数２００人以下で一定数を超えて障がい者を雇用している

事業主に支給されます。 

  ◆報奨金の額＝(雇用障がい者数－支給を受けるために必要な障がい者数)×

21,000 円 

 

問い合わせ先（P23参照） 
岡山高齢・障害者雇用支援センター

 

納 

付 

金

調 

整 

金 

雇用している 

身体障がい者,知的障がい者 

又は精神障がい者の数 

法定雇用率 

未達成事業所 

法定雇用障がい者数 

常時雇用する労働者数 

200 人以上の事業主 

法定雇用率 

達成事業所 
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⑤トライアル雇用（障害者試行雇用） 

トライアル雇用事業は，障がい者に関する知識や雇用経験がないことから，障がい

者雇用をためらっている事業所が，障がい者を試行的に雇用し，本格的な障がい者

雇用に取り組むきっかけづくりを進める事業です。トライアル雇用の終了後，「トライア

ル雇用奨励金」が支給されます。 

【対象者】 

身体障がい者，知的障がい者，精神障がい者，難病者等 

【対象事業主】 

・雇用保険の適用事業の事業主であること 

・過去６ヶ月の間に労働者の解雇を行っていないこと 

・雇い入れた対象者を過去３年の間に雇用していないこと など 

【実施期間】 

原則として３ヶ月間で，ハローワークの職業紹介により，事業主と対象障がい者と

の間で「有期雇用契約」を結びます。 

トライアル雇用期間を途中で中断させて常用雇用に移行することも可能です。３ヶ

月の期間を経過し，常用雇用に至らなかった場合は，契約期間満了による終了とな

ります。ただし，契約期間中に事業主の都合で中止した場合は解雇の扱いとなり，ト

ライアル雇用奨励金は支給されません。 

【奨励金の支給額】 

 対象者１人当たり １ヶ月 ４０，０００円 

【その他】 

トライアル雇用終了後，常用雇用に移行した場合，「⑧特定求職者雇用開発助成

金」の要件に合えば，その助成金も受給できます。 

 

 

 

 

問い合わせ先（P22 参照）

ハローワーク総社

２.障がい者の雇用に関する援助 
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⑥精神障害者等ステップアップ雇用 

精神障がい者や発達障がい者は，就職した当初から障害者雇用率の対象となる

週２０時間以上勤務することが難しい場合が多く，また採用後不安定な状態が続くこ

とも多いことから，事業主にとって，雇入れについて不安が大きい場合が少なくありま

せん。このため，精神障がい者や発達障がい者の求職者について，一定の期間をか

けて，職場への適応状況に合わせて就業時間を延長していく「ステップアップ雇用」

を行うことにより，精神障がい者や発達障がい者と事業主の相互理解の促進と不安

の軽減を図ります。 

 ステップアップ雇用を実施した事業主に，「ステップアップ雇用奨励金」が支給され

ます。  

【対象事業主】 

・雇用保険の適用事業主であること 

・過去６ヶ月の間に労働者の解雇を行っていないこと 

・雇い入れた対象者を過去３年の間に雇用していないこと など 

【実施期間】 

原則として３ヶ月以上１２ヶ月以内で，ハローワークの職業紹介により，事業主と対

象障がい者との間で，「有期雇用契約」を結びます。 

ステップアップ雇用期間を途中で中断させて常用雇用に移行することも可能です。

ステップアップ雇用の期間を経過し常用雇用に至らなかった場合は，契約期間満了

による終了となります。ただし，契約期間中に事業主の都合で中止した場合は解雇

の扱いとなり，奨励金は支給されません。 

【ステップアップ雇用奨励金の支給額】 

対象者１人当たり １ヶ月 ２５，０００円 

※精神障がい者や発達障がい者がグループでお互いに支え合いながら働くこと

は，職場適応に効果的であることから，２人以上５人以下のグループでステップ

アップ雇用を実施した場合には，「グループ雇用奨励加算金」（１グループ当た

り月額２５，０００円）が加算されます。 

 

問い合わせ先（P22 参照）

ハローワーク総社



- 6 - 

⑦ジョブコーチ（職場適応援助者）による支援 
知的障がい者，精神障がい者等の職場適応を容易にするために，就職時（雇用

前又は雇入れと同時）や職場環境の変化等により問題が生じたときなどに，職場でジ

ョブコーチがきめ細やかな人的支援を行います。 
 

【ジョブコーチの役割と支援の特徴】 

・支援計画に基づき，職場適応に向けて，障がい者を段階的に支援します。 

・事業主に，障がいに合った職務内容の設定や配置，職場環境の改善を助言します。 

・上司等に対して，覚えやすい仕事の教え方や接し方を助言します。 

・周囲の従業員との人間関係が上手に作れるよう，両者の橋渡しをします。 
 

【ジョブコーチの３類型】 

 下記のように，地域障害者職業センターにジョブコーチを配置して支援を行う形

態と，福祉施設等や事業所に，「職場適応援助者助成金」を活用してジョブコーチ

を配置し，支援を行う形態があります。 
 

（１）配置型ジョブコーチ（障害者職業センター） 

地域障害者職業センターに配置され，職場に派遣し支援をします。 
 

（２）第１号ジョブコーチ（福祉施設等配置） 

就労支援のノウハウを有する福祉施設等にジョブコーチを配置し，地域障害者

職業センターと連携しながら支援を実施 

[助成金支給限度額]  ジョブコーチ１人当たり １日 １４，２００円 

（福祉施設等に支給） 
 

（３）第２号ジョブコーチ（事業所配置） 

事業主が自らジョブコーチを配置し，地域障害者職業センターと連携しながら

支援を実施 

[助成率]  ３／４ 

[助成金支給限度額]  ジョブコーチ１人当たり 月 １５万円 

（事業所に支給） 

 

【ジョブコーチになるには】 

ジョブコーチになるには,必要な専門知識と支援技術の習得を図るためのジョブコ

ーチ養成研修を受ける必要があります。 

養成研修には，独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構が実施する研修のほか，

厚生労働大臣が定める民間（NPO 法人）の研修機関が実施する研修があります。研

修期間は１０日間です。 

 

問い合わせ先（P23 参照）

岡山障害者職業センター
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⑧特定求職者雇用開発助成金 

身体障がい者，知的障がい者又は精神障がい者等を新たにハローワークの紹介

により雇い入れた事業主に対して，その賃金の一部を雇い入れた日から一定期間助

成することにより，雇用機会の増大を図るものです。 

助成額，助成期間は次の表のとおりです。助成対象期間を 6 ヶ月ごとに区切り，最

大４期（２年間）にわたり支給されます。                     （支給額単位：円） 

対象労働者 企業規模 

助成対象

期間 

第 1 期

支給額

第 2 期

支給額

第 3 期

支給額 

第 4 期

支給額 

支給 

総額 

支給

回数

①中小企業事業主以外 1 年 25 万 25 万   50 万 2 回(1)身体障がい者，知的障がい者 

（(2)に該当する者を除く） 
②中小企業事業主 1 年 6 月 45 万 45 万 45 万  135 万 3 回

①中小企業事業主以外 1 年 6 月 33 万 33 万 34 万  100 万 3 回

短
時
間
労
働
者
以
外 (2)重度障がい者等 

②中小企業事業主 2 年 60 万 60 万 60 万 60 万 240 万 4 回

①中小企業事業主以外 1 年 15 万 15 万   30 万 2 回短
時
間 

労
働
者 

身体障がい者，知的障がい者，

精神障がい者 
②中小企業事業主 1 年 6 月 30 万 30 万 30 万  90 万 3 回

 

⑨ファースト・ステップ奨励金（障害者初回雇用奨励金） 
 

 

障がい者雇用の経験のない中小企業において，初めて身体障がい者，知的障が

い者又は精神障がい者を雇用した場合に奨励金が支給されます。 

【対象事業主】 

障がい者雇用の経験のない中小企業（障がい者の雇用義務制度の対象となる５６

人～３００人規模の中小企業）の事業主 

【支給額】 

１人目の障がい者を雇用する場合 １００万円 

（雇入れ後６ヶ月経過後に支給されます。） 

【その他】 

「⑧特定求職者雇用開発助成金」，「⑤トライアル雇用奨励金」と併せて受けられま

す。 

問い合わせ先（P22 参照）

ハローワーク総社 

問い合わせ先（P22 参照）

ハローワーク総社 

３.障がい者雇用のための助成措置 
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⑩発達障害者雇用開発助成金 

【発達障害者雇用開発助成金】 

ハローワークの紹介により，発達障がい者を新たに雇い入れ，雇用管理に関する

事項を把握し報告する事業主に対して，次の表のとおり助成金が支給されます。 

助成対象期間を６ヶ月ごとに区切り，最大３期（１年６ヶ月）にわたり支給されます。 

⑧特定求職者雇用開発助成金の発達障がい者版と言えます。 

          （支給額単位：円） 

対象労働者 企業規模 
助 成 対 象

期間 

第 1 期

支給額 

第 2 期

支給額 

第 3 期

支給額 

支給 

総額 

支給 

回数 

①中小企業事業主以外 1 年 25 万 25 万 ー 50 万 2 回 

短時間労働者以外 
②中小企業事業主 1 年 6 月 45 万 45 万 45 万 135 万 3 回 

①中小企業事業主以外 1 年 15 万 15 万 ー 30 万 2 回 

発達障がい者 

短時間労働者 

②中小企業事業主 1 年 6 月 30 万 30 万 30 万 90 万 3 回 

 

 

【発達障がいとは】 

自閉症，アスペルガー症候群，学習障がい（LD），注意欠陥多動性障がい

（ADHD）その他これに類する脳機能の障がい。主な発達障がいの特徴は下記のと

おり。 

○ 自閉症・・・①他者との関係づくりが苦手 ②言葉で表現することや，相手の言葉

を理解することが苦手 ③先を見通しながら想像力を働かせることや，周囲の変化

に柔軟に対応することが苦手。冗談が通じない，こだわりが強いなどの特徴がある。

アスペルガー症候群は自閉症と似ているが，言葉の面の障がいがないのが特徴。

自閉症やアスペルガー症候群の人は，そうした特徴の裏返しとして，集中力や記

憶力の強さや生真面目さといった長所を有することが多い。 

○ 学習障がい（LD）・・・知的発達に大きな遅れはないが，聞く，話す，読む，書く，

計算する，推論するなどのうちの特定の能力の習得と使用が著しく難しいなどの

特徴がある。 

 

 

 

問い合わせ先（P22 参照）

ハローワーク総社 



- 9 - 

⑪重度障害者等多数雇用施設設置等助成金 

 

重度身体障がい者，知的障がい者又は精神障がい者を多数雇入れるための事業

所の施設・設備の設置等及び重度障がい者等の雇用管理ノウハウの普及を図る事

業主に対して，その施設・設備の設置等に要した費用の一部を助成することにより，

重度障がい者等の雇用の促進を図る制度です。 

 

【支給の対象となる事業主】 

・重度障がい者等である６５歳未満の求職者を常時雇用する労働者として１０人以上

新たに雇い入れ，その数と継続して常時雇用している支給対象障がい者の数との

合計数が 15 人以上である事業主 

・雇入れ時点において，当該事業所に雇用される常時労働者の数に占める対象障

がい者の数の割合が２０％以上である事業主  など 

 

【助成率】  原則２／３ 

 

【支給限度額】  原則１億円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先（P22 参照）

ハローワーク総社 
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⑫重度障害者等通勤対策助成金 

重度身体障がい者，知的障がい者，精神障がい者又は通勤が特に困難な身体障

がい者を，常時雇用する労働者として雇入れるかあるいは継続して雇用する事業主，

又はこれらの障がい者を雇用している事業主を構成員とする事業主団体が，これら

の者の通勤を容易にするための措置を行う場合に，その費用を助成する制度です。 

【助成率】 ３／４ 

種 類 対象となる障がい者 限度額 支給期間 

①社宅の新築等助成

金 

・世帯用１戸につき 

１，２００万円 

・単身者用１人につき 

５００万円 

(１事業所につき 

５千万円が限度) 

 

②住宅の賃借助成金 ・世帯用  月１０万円 

・単身者用  月６万円 

１０年間 

③ 障 が い 者 用 住 宅

（社宅）の指導員の配

置助成金 

・配置１人 月１５万円 １０年間 

④住宅手当の支払助

成金 

・障がい者１人  

月６万円 

１０年間 

⑤通勤用バスの購入

助成金 

・バス１台  ７００万円  

⑥通勤用バス運転従

事者の委嘱助成金 

・委嘱１人   

１回６千円 

１０年間 

⑦通勤援助者の委嘱

助成金 

・重度身体障がい者 

・３級の体幹機能障がい者 

・３級の視覚障がい者 

・３級又は４級の下肢障がい者 

・３級又は４級の乳幼児期以前の非

進行性の脳病変による移動機能

障がい者 

・５級の下肢障がい，体幹機能障が

い，乳幼児期以前の非進行性の

脳病変による移動機能障がいのい

ずれか２つ以上重複する者 

・知的障がい者 

・精神障がい者 

 

③指導員の配置      対象障がい

⑤通勤用バスの購入  者が５人以 

⑥通勤用バスの運転  上であるこ 

  従事者の委嘱      とが必要 

                   

・委嘱１人   

１回２千円 

・交通費   

１認定３万円 

１ヶ月間 

問い合わせ先（P23 参照） 
岡山高齢・障害者雇用支援センター
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種 類 対象となる障がい者 限度額 支給期間 

⑧駐車場の賃借助成

金 

 ・障がい者１人   

月５万円 

１０年間 

⑨通勤用自動車の購

入助成金 

・２級以上の上肢障がい者 

・２級以上の乳幼児期以前の非進

行性の脳病変による上肢障がい

者 

・３級以上の体幹機能障がい者 

・３級以上の内部障がい者 

・４級以上の下肢障がい者 

・４級以上の乳幼児期以前の非進

行性の脳病変による移動機能障が

い者 

・５級の下肢障がい，体幹機能障が

い，乳幼児期以前の非進行性の

脳病変による移動機能障がいのい

ずれか２つ以上重複する者 

 

・購入１台  １５０万円 

（１級又は２級の両上

肢障がい者の場合は１

台２５０万円） 
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⑬障害者作業施設設置等助成金 

身体障がい者，知的障がい者，精神障がい者を常時雇用する労働者として雇入

れるか継続して雇用している事業主が，その障がい者が作業を容易に行うことができ

るよう配慮された作業施設，作業設備，就労を容易にするために配慮されたトイレ，

スロープ等の附帯施設の設置又は整備を行う場合に，その費用の一部を助成する

事業です。 

 

【助成率】 ２／３ 

【助成限度額】 

（１）第１種作業施設設置等助成金 

  ○作業施設，作業設備の設置又は整備 

   障がい者１人につき ４５０万円（作業施設，作業設備，附帯施設の合計） 

   （作業設備のみの場合は，障がい者１人につき １５０万円） 

 

  ○短時間労働の身体障がい者又は知的障がい者である場合は，１人につき上記

の半額 

  （１事業所当たり一会計年度につき合計４，５００万円まで） 

 

(２)第２種作業施設設置等助成金 

  ○作業施設，作業設備の賃借による設置又は整備 

   障がい者１人につき 月１３万円 

   （作業設備のみの場合は，障がい者１人につき 月５万円） 

 

  ○短時間労働の身体障がい者又は知的障がい者である場合は，１人につき上記

の半額 

  ○支給期間は３年間 

 

 

問い合わせ先（P23 参照） 
岡山高齢・障害者雇用支援センター
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⑭障害者福祉施設設置等助成金 

身体障がい者，知的障がい者，精神障がい者を常時雇用する労働者として雇入

れるか継続して雇用している事業主又はその事業主が加入している事業主団体が，

障がい者の福祉の増進を図るため，障がい者が利用できるよう配慮された保健施設，

給食施設，託児施設，教養文化施設，購買施設等の福利厚生施設の設置又は整

備を行う場合に，その費用の一部を助成する事業です。 

 

【対象施設】  

（１）保健施設：保養所，衛生室，体育館，浴場，洗面所，理容室，休憩室等障が

い者の健康の維持増進のための施設 

（２）給食施設：食堂，炊事場等障がい者に対して食事を提供する施設 

（３）託児施設：託児所等の障がい者の幼児を預かるための施設 

（４）教養文化施設：障がい者の教養の向上に資するための図書室及び集会室など 

（５）購買施設：障がい者が物品を購入するための施設      

 

【助成率】 １／３ 

 

【助成限度額】 

○障がい者１人につき ２２５万円 

○短時間労働の身体障がい者又は知的障がい者である場合は，１人につき上記

の半額 

（１事業所又は事業主の団体１団体あたり一会計年度につき合計２，２５０万円まで） 

 

 

 

問い合わせ先（P23 参照） 
岡山高齢・障害者雇用支援センター
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⑮障害者介助等助成金 

重度身体障がい者，知的障がい者，精神障がい者又は就職が特に困難と認めら

れる身体障がい者を常時雇用する労働者として雇入れるか継続して雇用している事

業主が，障がいの種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措

置を実施する場合に，その費用の一部を助成する事業です。 

 

【助成率】 ２／３～３／４ 

 

種 類 対象となる障がい者 限度額 支給期間

①重度中途障がい者

等職場適応助成金 

・職場復帰を促進す

るための職場適応措

置 

・中途障がい者である重度身体障

がい者 

・中途障がい者である４５歳以上の

身体障がい者 

・中途障がい者である精神障がい

者 など 

・障がい者 1 人につき 

月３万円 

(短時間労働者につい

ては月２万円) 

３年間 

②職場介助者の配置

又は委嘱助成金 

・事務的業務に従事

する視覚障がい者，

四肢機能障がい者に

対する職場介助者の

配置又は委嘱 

・配置１人  月１５万円 

 

・委嘱１人  １回１万円  

年１５０万円まで 

・事務的業務以外に

従事する視覚障がい

者に対する職場介助

者の委嘱 

 

 

 

 

 

・２級以上の視覚障がい者 

・２級以上の両上肢機能障がい及

び２級以上の両下肢機能障がい

を重複する者 

・３級以上の乳幼児期以前の非進

行性の脳病変による上肢機能障

がい及び３級以上の乳幼児期以

前の非進行性の脳病変による移

動機能障がいを重複する者 

・委嘱１人  １回１万円  

年２４万円まで 

１０年間 

 

問い合わせ先（P23 参照） 
岡山高齢・障害者雇用支援センター
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種 類 対象となる障がい者 限度額 支給期間

③職場介助者の配置

又は委嘱の継続措置

に係る助成金 

・事務的業務に従事

する視覚障がい者，

四肢機能障がい者に

対する職場介助者の

配置又は委嘱の継続 

・配置１人  月１３万円 

 

・委嘱１人  １回９千円  

年１３５万円まで 

・事務的業務以外に

従事する視覚障がい

者に対する職場介助

者の委嘱の継続 

・２級以上の視覚障がい者 

・２級以上の両上肢機能障がい及

び２級以上の両下肢機能障がい

を重複する者 

・３級以上の乳幼児期以前の非進

行性の脳病変による上肢機能障

がい及び３級以上の乳幼児期以

前の非進行性の脳病変による移

動機能障がいを重複する者 ・委嘱１人  １回９千円  

年２２万円まで 

５年間 

 

④手話通訳担当者の

委嘱助成金 

・３級以上の聴覚障がい者 

・２級の聴覚障がい者 

・委嘱１人  １回６千円  

年２８万８千円まで 

１０年間 

⑤健康相談医師の委

嘱助成金 

 

・４級以上の内部障がい者 

・３級以上のせき髄損傷による肢体

不自由者 

・てんかん性発作を伴う知的障が

い者 

・精神障がい者 

・６級以上の網膜色素変性症，糖

尿病性網膜症，緑内障等による

視覚障がい者 

・委嘱１人   

１回２万５千円 

・障がい者の区分ごとに 

 委嘱１人   

年３０万円まで 

１０年間 

⑥職業コンサルタント

の配置又は委嘱助成

金 

・障がい者の雇用管

理のための委嘱 

・重度身体障がい者 

・３級又は４級の乳幼児期以前の

非進行性の脳病変による上肢機

能障がい者 

・３級又は４級の乳幼児期以前の

非進行性の脳病変による移動機

能障がい者 

・知的障がい者 

・精神障がい者 

※対象障がい者５人以上のための

配置又は委嘱であることが必要 

・配置１人  月１５万円 

 

・委嘱１人  １回１万円  

年１５０万円まで 

１０年間 

 

 など
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⑯職場支援パートナー配置助成金 

重度知的障がい者又は精神障がい者の雇用を促進し職場定着を図るため，これ

らの障がい者をハローワーク等の職業紹介により，新たに雇い入れ，職場支援パー

トナーの配置を行う事業主に対して，賃金の一部を助成する制度です。 

職場支援パートナーは，作業方法等の手本を見せながらの指導や作業スケジュ

ールの決定・管理，就業面での相談，他の従業員に対する障がい者支援の助言な

どを行います。 

 

【職場支援パートナーの要件】 

対象障がい者が行う業務について１年以上の実務経験があり，次のいずれかの要

件を満たす方 

・特例子会社等での障がい者の指導に関する経験が１年以上あること。 

・重度知的障がい者又は精神障がい者を雇用する事業所での障がい者の指導に

関する経験が２年以上あること。 

・障がい者福祉施設，障がい者の就労支援機関や医療機関などでの障がい者の

相談等に係る実務経験が１年以上あること。 

・障がい者職業生活相談員，産業カウンセラー，ジョブコーチ養成研修修了者， 

精神保健福祉士，社会福祉士，臨床心理士等の資格を有すること。 

 

【助成額】 

対象障がい者１人当たり  月額４万円（大企業は３万円） 

（短時間労働者は上記の半額） 

※職場支援パートナー１人が支援する対象障がい者は３人まで。３人の場合，

助成金は月額１２万円支給（大企業は９万円） 

 

【支給期間】 

支給期間は３年間で，６ヶ月ごとに支給されます。 

 

 

 

問い合わせ先（Ｐ22 参照）

ハローワーク総社 
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⑰税制上の優遇措置 

項  目 要  件 内  容 

機械等の割増償却措置 

【所得税・法人税】 

（税務署）

①②③のいずれかを満たすこと①障

がい者雇用割合が５０％以上 

②障がい者雇用割合が２５％以上かつ

障がい者を２０人以上雇用 

③２０人以上の障がい者を雇用し，

かつ重度障がい者の割合が５０％以

上（法定雇用率達成事業所に限

る。） 

普通償却限度額の２４％（建物

３２％）の割増償却ができま

す。 

※その年又はその前５年以内

の各年において取得，製作，

建設した機械・設備等 

障がい者の「働く場」の 

発注促進税制 

【所得税・法人税・ 

法人住民税】 

（税務署）

①青色申告を提出するすべての法

人又は個人事業主 

②障がい者の「働く場」への発注額

が前年度より増加していること 

発注額の増加額に応じて，企

業が有する固定資産（現事業

年度を含む３年以内に取得し

た資産）の割増償却ができま

す。 

助成金の非課税措置等 

【所得税・法人税】 

（税務署）

障害者雇用納付金制度に基づく助

成金を受けて固定資産を取得 

固定資産の取得又は改良に

充てられた助成金の額は総収

入金額に不算入（所得税）又

は損金算入（法人税）されま

す。 

不動産取得税の軽減 

措置等 

 

（県税務事務所）

①障がい者を２０人以上雇用 

②雇用割合が５０％以上 

③重度障害者等多数雇用施設設置

等助成金を受給して取得した事業

用施設（事業用に限る。） 

価格の１／１０に相当する額に

税率を乗じて得た額を税額か

ら減額します。 

固定資産税の軽減措置 

 

（市役所）

①障がい者を２０人以上雇用 

②雇用割合が５０％以上 

③重度障害者等多数雇用施設設置

等助成金を受給して取得した事業

用家屋（事業用に限る。） 

価格の１／６に相当する額に

税率及び障がい者雇用割合を

乗じて得た額を税額から減額

します。（取得後５年間） 

障がい者を雇用 従業者割の事業所税について

は，従業者給与総額の算定及

び免税点の判定において，障

がい者は従業者から除くものと

されています。 

事業所税の軽減措置 

 

（市役所）

①障がい者を１０人以上雇用 

②雇用割合が５０％以上 

③重度障害者等多数雇用施設設置

等助成金の受給 

資産割の事業所税について

は，当該事業所の床面積の 

１／２に相当する面積を控除し

ます。 
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⑱就労移行支援  

◆障害者自立支援法に基づく障がい福祉サービス（事業者は訓練等給付費を受給） 

【事業概要】 

就労を希望する６５歳未満の障がい者で，通常の事業所に雇用されることが可能

と見込まれる者に対して 

① 生産活動，職場体験等の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び

能力の向上のために必要な訓練 

② 求職活動に関する支援 

③ その適性に応じた職場の開拓 

④ 就職後における職場への定着のために必要な相談 

等の支援を行う。（利用期間：原則２年） 

 

【対象者】 

① 企業等への就労を希望する者 

② 技術を習得し，在宅で就労を希望する者 

（具体的な利用者のイメージ） 

・ 特別支援学校を卒業したが，一般就労に必要な体力や準備が不足しているた

め，これらを身につけたい 

・ 就労していたが，体力や職場の適性などの理由で離職したが，再度，訓練を受

けて，適性に合った職場で働きたい 

・ 施設を退所し，就労したいが，必要な体力や職業能力等が不足しているため，

これらを身につけたい 

 

 

 

 

 

 

４.福祉的就労 
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⑲就労継続支援 A 型 
◆障害者自立支援法に基づく障がい福祉サービス（事業者は訓練等給付費を受給） 

【事業概要】 

通常の事業所に雇用されることが困難であり，雇用契約に基づく就労が可能であ

る者に対して，雇用契約による就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その

他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等の支援を行う。  

（利用期間：制限なし） 

【対象者】 

① 就労移行支援事業を利用したが，企業等の雇用に結びつかなかった者 

② 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが，企業等の雇用に結びつかな

かった者 

③ 企業等を離職した者等就労経験のある者で，現に雇用関係の状態にない者 

（具体的な利用者のイメージ） 

・ 特別支援学校を卒業して就労を希望するが，一般就労するには必要な体力や職業能力が不

足している 

・ 一般就労していたが，体力や能力などの理由で離職したので，再度，就労の機会を通して，

能力等を高めたい 

・ 施設を退所して就労を希望するが，一般就労するには必要な体力や職業能力が不足している。 

 

⑳就労継続支援 B 型 
◆障害者自立支援法に基づく障がい福祉サービス（事業者は訓練等給付費を受給） 

【事業概要】 

通常の事業所に雇用されることが困難であり，雇用契約に基づく就労が困難であ

る者に対して，就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要

な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行う。 

（利用期間：制限なし） 

【対象者】 

① 就労経験がある者であって，年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが

困難となった者 

② 就労移行支援事業を利用した結果，本事業の利用が適当と判断された者 

③ ①,②に該当しない者で，50 歳に達している者,又は障害基礎年金 1 級受給者 

（具体的な利用者のイメージ） 

・ 就労移行支援事業を利用したが，必要な体力や職業能力の不足等により，就労に結びつか

なかった 

・ 一般就労していて，年齢や体力などの理由で離職したが，生産活動を続けたい 

・ 施設を退所するが，５０歳に達しており雇用契約による就労は困難 
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・障害者能力開発助成金 

○グループ就労訓練請負型助成金 

社会福祉法人等が企業から一定の業務を請け負い，障がい者のグループが企業

内での請負業務を通じた訓練を受けることにより，雇用率の対象となる労働者への移

行を促進するための助成制度です。 

社会福祉法人等が，企業の中で，⑱就労移行支援又は⑲⑳就労継続支援の一

環として，請負業務を行うことで，企業側の障がい者に関する理解が深まり，また障

がい者も企業の仕事に慣れ，それが企業の障がい者雇用につながることが期待され

ます。 

【対象となる障がい者】 

身体障がい者，知的障がい者，精神障がい者である障がい者のグループ 

（１ユニットは３人以上５人以下） 

 

【助成率】  ３／４ 

 

【助成】限度額】 

・社会福祉法人等の訓練担当者 １人  月２４万円 

（１事業主につき２ユニットを限度） 

・受入企業に支払う機器等の使用料など  １日２，５００円（月５万円まで） 

 

※訓練後，法定雇用率の対象となる労働者へ移行した方がいる場合に継続受給が

可能 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先（P23 参照） 
岡山高齢・障害者雇用支援センター
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・福祉的就労における雇用関係助成金との関係 

 

■ 就労移行支援，就労継続支援 B 型（雇用関係無） 

⑦第１号ジョブコーチ助成金(P6)…受給可能 

○その他の雇用関係助成金…受給不可 

   ※その他の雇用関係助成金は，労働者が常用雇用されることや，雇用されてい

る労働者の数や割合に応じて支給されるものであることから，利用者を雇用し

ない本事業においては支給対象とならない。 

 

■ 就労継続支援 A 型事業（雇用関係有） 

④障害者雇用調整金・報奨金(P3)…受給可能 

⑤トライアル雇用奨励金(P4)…受給不可 

⑥精神障害者ステップアップ雇用奨励金(P5)…受給不可 

⑦第２号ジョブコーチ助成金(P6)…受給不可 

⑧特定求職者雇用開発助成金(P7)…個別判断 

⑩発達障害者雇用開発助成金(P8)…個別判断 

⑪重度障害者等多数雇用施設設置等助成金(P9)…個別判断 

⑫重度障害者等通勤対策助成金(P10) 

・通勤援助者委嘱助成金以外のもの(P10)…受給可能 

・通勤援助者の委嘱助成金(P10)…受給不可 

⑬障害者作業施設設置等助成金(P12)…受給可能 

⑭障害者福祉施設設置等助成金(P13)…受給可能 

⑮障害者介助等助成金(P14)…受給不可 

⑯職場パートナー配置助成金(P16)…受給不可 
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・ハローワーク（公共職業安定所） 
ハローワークでは，種々の支援策を活用しながら，就職を希望する障がい者に対

する職業相談・職業紹介，就職後の職場定着・継続雇用などの支援や，事業主に対

する障がい者雇用の指導・支援などを地域の関係機関と連携しながら実施していま

す。 

（1）職業相談・職業紹介 

専門的な知識・経験を有する障害者雇用支援員を配置し，障がい者に対する相

談支援体制の充実・強化を図っています。支援に当たっては，公共職業訓練のあっ

せん，トライアル雇用，ジョブコーチ支援などの各種支援策を活用しています。 

（2）障がい者向け求人の確保 

障がい者向け求人の開拓を行うとともに，一般求人として受理したもののうちから

障がい者に適したものについて障がい者求人への転換を勧め，求人の確保に努め

ています。 

（3）雇用率達成指導 

ごと年，事業主から雇用状況報告を求め，雇用率未達成の事業主に対して指導

を行っています。雇用率達成のために雇い入れなければならない障がい者数の多

い事業主などに対しては，ハローワークの所長名による障がい者雇い入れ計画の作

成命令，同計画の適正実施勧告等を発出し，指導を行っています。 

（4）雇用率達成指導と結び付けた職業紹介 

事業主に対して雇用率達成指導を行う中で，職業紹介部門，事業主指導部門が

連携し，雇用率未達成企業からの求人開拓，未達成企業への職業紹介を行ってい

ます。 

（5）職場定着・継続雇用の支援 

職業紹介により就職した障がい者が職場に適応して就労が続けられるよう障がい

者と事業主に対する支援を行っています。 

（6）関係機関との連携 

より専門的な支援などが必要な場合に，「地域障害者職業センター」における専門

的な職業リハビリテーションや，「障害者就業・生活支援センター」における生活面を

含めた支援を紹介するなど，関係機関と連携した職業支援，職業定着支援などを行

っています。 

名 称 所在地 電話番号 ＦＡＸ番号 

ハローワーク総社 総社市中央３－１５－１１１ ０８６６－９２－６００１ ０８６６－９２－６００６

５.障がい者を支援する機関 
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・地域障害者職業センター 
ハローワーク等の関係機関と密接に連携しながら，障がい者や事業主に対して，

次のような専門的な職業リハビリテーションサービスを行うとともに，地域の関係機関

に対して，職業リハビリテーションに関する助言・援助を行っています。 

（１）職業評価 

就職の希望などを把握した上で，職業能力等を評価し，それらを基に就職して職

場に適応するために必要な支援内容，支援方法を含む，個人状況に応じた支援計

画をつくります。 

（２）職業指導 

適切な職業選択ができるように，また職場で安定して働き続けられるように，相談

や助言を行います。 

（３）職業準備支援 

障がい者の個々のニーズに応じて模擬的就労場面における作業，職業や就職に

関する知識についての講習を行うことにより，基本的な就労習慣の体得や社会生活

技能の向上など，就職，復職，職場適応に向けた支援を行います。 

（４）重度知的障がい者判定 

障害者雇用率制度，障害者雇用納付金制度などの運用に関して，重度知的障が

い者の判定を行います。 

（５）ジョブコーチ（職場適応援助者）の派遣 

障がい者が職場に適応できるよう，ジョブコーチを職場に派遣して，障がい者と事

業主に対して支援や助言を行い，両者の橋渡し役となります。 

 

◆県内の地域障害者職業センター 

施設名 所在地 電話番号（ＦＡＸ） ホームページ 

岡山障害者職業

センター 

岡山市北区中山下 1-8-45

ＮＴＴクレド岡山ビル 17 階 

０８６－２３５－０８３０ 

（０８６－２３５－０８３１） 
http://www.jeed.or.jp

 

◆県内の高齢・障害者雇用支援センター 

（地域障害者職業センターにおける）助成金等の申請窓口業務担当課です。 

名 称 所在地 電話番号（ＦＡＸ） ホームページ 

岡山高齢・障害者 

雇用支援センター 

岡山市北区下石井 2-1-3 

岡山第一生命ﾋﾞﾙ 4 階 

086-801-5150 

（086-801-5171） 
http://www.jeed.or.jp
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・障害者就業・生活支援センター 

就職や職場への定着に当たって就業面における支援とあわせ，生活面における

支援を必要とする障がい者を対象として，ハローワーク，支援学校，福祉事務所等の

関係機関との連携の拠点として，就業とこれに伴う日常生活上の相談・支援を一体

的に行う施設です。「就業支援員」と「生活支援員」のほか，通常「ジョブコーチ」もお

かれています。 

岡山県内には県民局圏域ごとにセンターがおかれています。（現在 ３ヶ所） 

 

●備中県民局圏域のセンター 

センター名 運営法人 センター所在地 電話番号・FAX 

倉敷障がい者就業・生

活支援センター 

（社福） 倉敷市 

総合福祉事業団 

倉敷市笹沖１８０ 

くらしき健康福祉ﾌﾟﾗｻﾞ 

TEL086－434-9886

FAX086-434-9853 

 

●障害者就業・生活支援センターの業務 

◇就業面での支援（就業支援員）＋ジョブコーチ 

・就職に向けた準備支援（職業準備訓練，職場実習のあっせん） 

・就職活動の支援 

・職場定着に向けた支援 

・障がい特性を踏まえた雇用管理についての事業所に対する助言 

・ハローワーク等との連絡調整 

 

◇生活面での支援（生活支援員） 

・生活習慣の形成，健康管理，金銭管理等の日常生活に関する助言 

・住居，年金，余暇活動などの地域生活，生活設計に関する助言 

・福祉事務所や民生委員等との連絡調整 
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・国立吉備高原職業リハビリテーションセンター 
「広域障害者職業センター」と「障害者職業能力開発校」から構成されています。 

同一敷地内に設置されている「医療リハビリテーションセンター」が行う医療リハビ

リテーションと密接な連携をとりながら，「障がい者職業カウンセラー」と「職業訓練指

導員」を配置して，職業評価，職業指導及び職業訓練等を一貫した体系の中で実施

しています。 

 

所在地・電話番号・（ＦＡＸ） 訓練科目 

〒716-1241 加賀郡吉備中央町吉川７５２０ 

TEL0866-56-9000・FAX（0866-56-7636） 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.kibireha.ac.jp/ 

メカトロニクス，機械製図，電子機器， 

システム設計，経理事務，OA 事務， 

職業実務，職域開発 

注 1 訓練期間は原則１年（一部２年） 

  2 職業実務は，主に知的障がいのある方を対象としたコース 

  3 職域開発は，主に発達障がいのある方を対象としたコース 

 

・県立高等技術専門校 
これから就職しようとする人，転職しようとする人，既に仕事に就いている人が，社

会の変化に対応できる技術や技能を修得するための施設です。知的障がいがある

人には，原則として公共職業安定所長の受講指示を受けられる新規中学校卒業予

定者を対象にした訓練科があります。転職を希望する身体障がいがある人を対象と

した訓練科もあります。 

 

◆県内の施設 

名称・所在地・電話番号・ＦＡＸ 科名訓練科目 定員 訓練期間

木工実務（知的） 10 人 １年 南部高等技術専門校 

倉敷市新田３２４１ 

TEL086-424-3311 

FAX086-424-3344 

ｵﾌｨｽ事務（身体） 10 人 6 ヶ月 

北部高等技術専門校美作校 

美作市安蘇３４５ 

TEL0868-72-0453 

FAX0868-72-0492 

販売流通(知的) 10 人 １年 
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・発達障害者支援センター 

発達障害者支援法に基づき，発達障がいのある人の幼児期から学齢期，成人期

に至るまで，ライフステージの各段階で生じる様々なニーズに応えられるよう，総合的

かつ一貫した支援を行うための拠点として設置されています。 

職場不適応など発達障がいの方の就労に関する相談に関して，岡山障害者職業

センターや障害者就業・生活支援センター，医療機関等と連携して，助言や情報提

供を行います。また，福祉的就労施設等への発達障がいの特性に配慮した作業環

境づくりに関する助言も行っています。 

◆県内の施設 

名称 所在地 電話番号 

おかやま発達障害者

支援センター 

〒703-8555 

岡山市北区祇園 866 旭川荘内 
086-275-9277 

 

 

・相談支援センターゆうゆう 

「障がい者相談支援専門員」等を配置し，関係機関と連携をとりながら，障がいの

ある方の日常生活に関する相談，福祉サービスに関する情報提供等を行っていま

す。 

また，「発達障がい支援コーディネーター」も配置しており，発達障がい者に対す

る相談支援も行っています。 

 

所 在 地 電話番号 ・ ＦＡＸ 

〒719-1131   

総社市中央１－１－３ 

総社市社会福祉協議会内 

 TEL 0866‐92‐8578  

 FAX 0866‐94‐0089 
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１．「トライアル雇用奨励金」，「特定求職者雇用開発助成金」，「ファーストステップ

奨励金」の活用事例 

 従業員６０人の中小企業において，知的障害者１人の実習を受け入れ，平成２３年

４月から「トライアル雇用」を実施した後に，平成２３年７月に初めて常用雇用としたケ

ース 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※ジョブコーチ支援期間：７ヶ月以内 

 

◆事業主の給料支払額(例)（平成２３年４月～平成２４年１２月） 

  ７００円×６時間×２０日×１８月×１人≒１５１万２千円 

 

◆事業主への助成金支給額（平成２３年４月～平成２４年１２月） 

⑤トライアル雇用奨励金分：４万円×３ヶ月×１人＝１２万円 

⑧特定求職者雇用開発助成金 １３５万円×１人＝１３５万円 

⑨ファースト・ステップ奨励金              １００万円 

                                    助成金合計 ２４７万円 

 

 

 

 

常用雇用 

特定求職者雇用開発助成金 

助成期間：１年６ヶ月 
支給額：１３５万円 

実  習 

 
ジョブコーチ 

障害者職業センターから 
ジョブコーチの派遣 

 

ジョブコーチ支援事業 
雇用前支援 

試行的雇用 

 
トライアル雇用奨励金 

助成期間：原則３ヶ月 
支給額：月額４万円 

ジョブコーチ支援事業 
フォローアップ期間 

H24.12 H23.7 H23.4 

3 ヶ月 18 ヶ月 

６.各種助成金・奨励金の活用事例 
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２．「障害者作業施設設置等助成金」の活用事例 

（１）車いす利用の障がい者を事務で採用するに当たり，事務室の拡張や床面の平坦化を

行った。 

[工事費] １５０万円  [助成率] ２／３  [助成金額] １００万円 

 

（２）知的障がい者による培養土等の袋詰作業に際して，自動計量器を導入することにより，

製品の量が一定にできることで作業効率が向上した。 

[計量器購入費] １７４万円  [助成率] ２／３  [助成金額] １１６万円 

 

（３）点字・点訳ソフト等を導入することにより，視覚障がい者の資料作成業務を容易にした。 

[購入費] ８万円  [助成率] ２／３  [助成金額] ５万３千円 

 

３．「障害者福祉施設設置等助成金」の活用事例 

（１）肢体不自由の従業員が休憩時間にゆっくり休めるように，休憩室をバリアフリー化した。 

[工事費] １２０万円  [助成率] １／３  [助成金額] ４０万円 

 

（２）中途障がい者の職場復帰に当たり，社員食堂への通路にスロープを設置した。 

[工事費] ２２０万円  [助成率] １／３  [助成金額] ７３万３千円 

 

４．「障害者介助等助成金」の活用事例 

（１）ソフト開発部門に専従する重度の四肢機能障がい者の業務(パソコンによる設計図の

入力等)の遂行のために必要な介助者を配置した。 

[介助者への報酬] ７万１千円(月)  [助成率] ３／４  [助成金額] ５万３千円(月) 

 

５．「重度障害者等通勤対策助成金」の活用事例 

（１）視覚障がい者の通勤を容易にするため，近隣に単身用の住宅を貸借し，視覚障がい

者に貸与した。 

[住宅貸借料] ８万円(月)  [助成率] ３／４  [助成金額] ６万円(月) 
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（２）遠隔地への工場移転に伴い，知的障がい者の通勤時の安全性の確保と就労継続を支

援するため，通勤用バスを購入し最寄り駅から運行した。 

[バス購入費] ２６０万円  [助成率] ３／４  [助成金額] １９５万円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※この冊子は，各種助成金交付団体等が公開している制度の説明冊

子及びホームページ等から収集した資料をわかりやすくまとめた

ものです。各種助成金の受給にあたっては，この冊子に掲載できな

かった細かい条件を満たす必要がありますので，詳しくはそれぞれ

の項目ごとに記載した問い合わせ先にご確認ください。 


